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新
成
人
の
み
な
さ
ん

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

▼
国
民
年
金
の
加
入
は

�

20
歳
か
ら

　

20
歳
に
な
っ
た
ら
厚
生
年
金
や

共
済
組
合
な
ど
に
加
入
し
て
い
な

い
人
は
、国
民
年
金
の
加
入
届
け

（
国
民
年
金
資
格
取
得
届
の
提
出
）

を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
国
民
年
金
（
基
礎
年
金
）
に
は

　
３
つ
の
メ
リ
ッ
ト

①
老
後
を
支
え
ま
す　
　
　
　
　

�

老
齢
基
礎
年
金

②�

病
気
や
け
が
で
障
害
の
状
態
に

な
っ
た
と
き
に
支
え
ま
す　
　

�

障
害
基
礎
年
金

③�

加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、

子
の
あ
る
配
偶
者
、子
を
支
え

ま
す

�

遺
族
基
礎
年
金

▼
保
険
料
納
付
は

�

便
利
な
口
座
振
替
を
!!

　

口
座
振
替
に
す
る
と
、指
定
し

た
口
座
か
ら
自
動
的
に
引
き
落
と

さ
れ
ま
す
の
で
、金
融
機
関
の
窓

口
ま
で
納
め
に
行
く
手
間
が
か
か

ら
ず
大
変
便
利
で
す
。ま
た
、納
め

忘
れ
も
防
げ
ま
す
。口
座
振
替
手

続
き
は
、金
融
機
関
窓
口
に
納
付

書
と
預
金
通
帳
、通
帳
の
届
出
印

を
ご
持
参
の
う
え
、手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

※�

ま
た
、平
成
29
年
２
月
中
に
口

座
振
替
を
申
し
込
め
ば
国
民
年

金
保
険
料
の
２
年
前
納
が
可
能

に
な
り
ま
す
。（
支
払
保
険
料
が

多
少
割
引
と
な
り
ま
す
）

▼
保
険
料
を

�

納
め
ら
れ
な
い
と
き��

　

申
請
免
除
制
度
・
若
年
者
納
付

猶
予
・
学
生
納
付
特
例
制
度
が
あ

り
ま
す
。本
人
の
届
け
出
後
、審
査

に
よ
り
決
定
さ
れ
ま
す
の
で
、必
ず

所
得
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

手
続
き
を
せ
ず
保
険
料
を
未
納
の

ま
ま
に
す
る
と
、将
来
年
金
を
受
給

で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
世
代
と
世
代
の�

支
え
合
い

　

公
的
年
金
制
度
は
、現
役
世
代
が

納
め
る
保
険
料
で
高
齢
者
の
方
の

年
金
を
負
担
す
る
と
い
う「
世
代
と

世
代
の
支
え
合
い
」が
基
本
で
す
。

▼
国
民
年
金
基
金

　

老
齢
基
礎
年
金
に
上
積
み
し
て

年
金
を
受
け
取
る
制
度
で
す
。国

民
年
金
の
保
険
料
を
納
め
て
い
る

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
が
加
入

で
き
る
年
金
で
す
。

　

ま
た
、納
め
た
保
険
料
は
、全
額

が
所
得
控
除
の
対
象
に
な
り
ま

す
。詳
し
く
は
、国
民
年
金
基
金

（
☎
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
０
１
２
０･

６
５･

４
１
９
２
）ま
で
。

　

そ
の
他
、手
続
等
に
つ
い
て
詳

し
く
は
、住
民
福
祉
課（
☎
６
３･

３
８
０
０
）ま
た
は
、年
金
事
務
所

（
☎
０
７
３
９･

２
４･

０
４
３
２
）

ま
で
。

野
焼
き
は
法
律
で

�

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　
「
近
所
で
ご
み
を
燃
や
し
て
い

て
、煙
で
困
っ
て
い
る
」、「
ご
み
の

焼
却
で
灰
や
燃
え
か
す
が
、田
ん
ぼ

に
入
っ
て
困
る
」な
ど
の
苦
情
が
多

く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

家
庭
で
の
ご
み
の
焼
却
は
、近
隣

の
人
に
迷
惑
を
掛
け
る
だ
け
で
な

く
、ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
発
生
や
火
災

の
危
険
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

ド
ラ
ム
缶
・
ブ
ロ
ッ
ク
囲
い
・
素

ぼ
り
の
穴
を
利
用
し
た
も
の
や
、法

で
定
め
ら
れ
た
構
造
基
準
を
満
た
し

て
い
な
い
焼
却
炉
な
ど
に
よ
る
焼
却

は
、法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

家
庭
ご
み
は
焼
却
せ
ず
に
、決
め
ら

れ
た
収
集
日
に
分
別
し
て
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

農
林
漁
業
を
営
む
た
め
の
や
む
を

得
な
い
焼
却
な
ど
は
、法
律
で
例
外

的
に
認
め
ら
れ
て

い
ま
す
が
、焼
却
量

や
時
間
帯
、風
向
き

な
ど
を
考
慮
し
ま

し
ょ
う
。
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○
臨
時
福
祉
給
付
金

対
象
者

　

平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
で
、日

高
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ

て
い
る
人（
外
国
籍
の
中
長
期
在
留

者
等
の
人
を
含
む
）で
、平
成
28
年
度

分
の
町
民
税（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ

て
い
な
い
人（
課
税
さ
れ
て
い
る
人

に
扶
養
さ
れ
て
い
る
場
合
や
生
活
保

護
を
受
給
し
て
い
る
場
合
な
ど
は
対

象
外
）

支
給
額

　

１
人
に
つ
き
３
千
円

○
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者
向

け
の
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉

給
付
金

対
象
者

　

平
成
28
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
の

支
給
対
象
者
の
う
ち
、障
害
基
礎
年
金

ま
た
は
遺
族
基
礎
年
金
の
平
成
28
年

５
月
分
を
受
給
し
て
い
る
人（
年
金
生

活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金（
高
齢

者
向
け
）を
受
給
し
た
人
を
除
く
）

支
給
額

　

１
人
に
つ
き
３
万
円

○
申
請
方
法

・
申
請
先

　

住
民
福
祉
課

・
申
請
期
間

　

平
成
28
年
10
月
１
日（
土
）

�

～
平
成
29
年
１
月
４
日（
水
）

・
必
要
書
類

■�

本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、パ

ス
ポ
ー
ト
の
写
し
、健
康
保
険
証

や
年
金
証
書
な
ど
顔
写
真
が
つ
い

て
い
な
い
も
の
は
、官
公
署
か
ら

発
行
さ
れ
て
い
る
も
の
が
二
点
必

要
で
す
）

■�

口
座
が
確
認
で
き
る
書
類（
金
融

機
関
名
、口
座
番
号
、口
座
名
義
人

〔
カ
ナ
〕が
わ
か
る
通
帳
や
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
の
写
し
）

■�

年
金
額
改
定
通
知
書
・
年
金
証
書

な
ど（
平
成
28
年
５
月
分
の
障
害

基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を
受

給
し
て
い
る
方
の
み
）

※�

支
給
対
象
者
と
思
わ
れ
る
人
に
申

請
書
お
よ
び
案
内
文（
お
知
ら
せ
）

を
９
月
下
旬
に
送
付
し
て
お
り
ま

す
の
で
、内
容
を
確
認
の
う
え
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
住
民
福
祉
課（
☎
６
３･

３
８
０
０
）ま
で
。

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に

�

避
難
し
て
い
る
方
に
つ
い
て

　

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に
、

基
準
日（
平
成
28
年
１
月
１
日
）時
点

で
日
高
町
へ
住
民
票
を
移
せ
な
い
ま

ま
居
住
さ
れ
て
い
る
方
は
、事
前
に

申
出
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、申
出
に
は
一
定
の
要
件
が

必
要
で
す
の
で
、�

詳
し
く
は
、住
民

福
祉
課（
☎
６
３･

３
８
０
０
）ま
で
。

　

平
成
26
年
４
月
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
い
、所
得
の
低
い
人
の
家

計
へ
の
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、臨
時
福
祉
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

　

ま
た
、賃
金
引
上
げ
の
恩
恵
が
及
び
に
く
い
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
受

給
者
を
支
援
す
る
た
め
、年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金
を
支
給

し
ま
す
。

臨
時
給
付
金
の
お
知
ら
せ

臨
時
給
付
金
の
お
知
ら
せ

■�
臨
時
給
付
金
制
度
の
概
要
に

つ
い
て
は「
厚
生
労
働
省
専

用
ダ
イ
ヤ
ル
」（
☎
０
５
７
０･

０
３
７･
１
９
２
）ま
で
。平
日
の

９
時
か
ら
18
時
ま
で（
土
・
日
曜

日
、祝
日
は
除
く
）

　
「
臨
時
福
祉
給
付

金
」を
よ
そ
お
っ
た

「
振
り
込
め
詐
欺
」や

「
個
人
情
報
の
詐
取
」

の
発
生
が
予
測
さ
れ

ま
す
。ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

お
心
当
た
り
の
あ
る
方
は
、役
場

や
最
寄
り
の
警
察
署（
ま
た
は
警
察

相
談
専
用
電
話
♯
９
１
１
０
）ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。


